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令和 �（����）年度 社会福祉研修実施要綱

䊠 ཌ生ປാ┬のጤクに基づき、全社協中央福祉学院が実施する研修課程

【�】 実施の目的 

 社会福祉事業にᚑ事する職員を対象として、社会福祉事㈨᱁及び社会福祉施設長㈨᱁のㄆ定୪

びに業ົ㐙行上ᚲせ࡞現任カ⦎を行い、その㈨㉁をྥ上さࡏ、もࡗて社会福祉のቑ㐍に㈨するもの

とする。

【�】 実施機関 

 ཌ生ປാ┬のጤクに基づࡁ、社会福祉法人  ᅜ社会福祉༠㆟会  中央福祉学院（以下、「中央

福祉学院」という。）が実施する。

【�】 研修課程 

課 程 名 実施回数 受講定員 日 数  要

［資格認定課程］

�� 社会福祉事㈨᱁ㄆ定通信課程 � ᅇ ����� 人 � 年 㞟ྜ研修 � 日

講⩏ື⏬㓄信 � 日ศ

�� 社会福祉施設長㈨᱁ㄆ定講⩦課程 � ᅇ ��� 人 � 年 㞟ྜ研修 � 日

［現任カ⦎課程］

�� 社会福祉法人経営者研修課程

��� 経営管理コース

��� 人事管理コース

� ᅇ

� ᅇ

��� 人

��� 人

� 日

� 日

【�】実施要㡿

上グ �～� の研修課程についてḟ㡫以㝆グ㍕する。
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［資格認定課程］

１ 社会福祉主事資格認定通信課程 

��� 目 的

社会福祉事としてᚲせ࡞基♏的知㆑及びᢏ⾡について、通信ᩍ⫱の方法にࡾࡼᩍ授し、

社会福祉法に定める社会福祉事の任⏝㈨᱁をྲྀᚓさࡏる。

��� 受講期間等

受講期間は令和 � 年 � 月 � 日かࡽ � 年間

学⩦期間は令和 � 年 � 月 � 日かࡽ令和 � 年 � 月 �� 日ࡲで

修了期日は令和 � 年 � 月 �� 日

��� 受講定員  㸰，０００人

��� 受講㈨᱁

都道府県ཪは市༊町ᮧの職員で、社会福祉行ᨻおࡼび社会福祉事業にᚑ事している者

��� 学⩦⛉目

➨㸯学期 ➨㸰学期 ➨㸱学期 ➨４学期

社会福祉ᴫ論Ϩ

社会福祉ᴫ論ϩ

ᚰ理学

་学୍⯡

社会福祉援ຓᢏ⾡論Ϩ

社会福祉援ຓᢏ⾡論ϩ

ㆤᴫ論

⪁人福祉論

බ的ᢇຓ論

ᆅᇦ福祉論

社会ಖ㞀論

ඣ❺ᐙᗞ福祉論

㞀ᐖ者福祉論

法学

社会学

��� 学⩦指ᑟ

①  学⩦指ᑟは、通信授業とスࢡーリンࢢにࡾࡼ行う。

 ② 通信授業はḟの期間とする。

学 期 期 間

➨㸯学期 令和 � 年 � 月 � 日～令和 � 年 � 月 �� 日

➨㸰学期 令和 � 年 � 月 � 日～令和 � 年 � 月 �� 日

➨㸱学期 令和 � 年 �� 月 � 日～令和 � 年 �� 月 �� 日

➨４学期 令和 � 年 �� 月 � 日～令和 � 年 � 月 �� 日
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  ③ 通信授業の⮬Ꮿ学⩦は「ᩍ⛉書（ࢸキスト）」と「学⩦の手ᘬ」及び「⿵ຓᩍᮦ」を⏝い

て行い、学⩦課㢟に対する⟅をᥦ出し、ῧ๐指ᑟ及びホ౯を受けるものとする。

  մ スࢡーリンࢢは、ḟにࡾࡼ行う。

   ア 授業⛉目 学⩦⛉目のうࡕせ࡞㸴⛉目について講⩏ື⏬ど⫈及び講⩏を行う。

   イ 授業期間 ḟのうࡕ中央福祉学院指定の㸯ᅇを受講するものとする。

ᅇ 日 程

➨㸯ᅇ 令和 � 年 � 月 �� 日（月）～� 月 �� 日（Ỉ）

➨㸰ᅇ 令和 � 年 � 月 � 日（日）～� 月 � 日（ⅆ）

➨㸱ᅇ 令和 � 年 � 月 �� 日（ⅆ）～� 月 �� 日（木）

➨４ᅇ 令和 � 年 � 月 � 日（ⅆ）～� 月 � 日（木）

➨５ᅇ 令和 � 年 �� 月 �� 日（月）～�� 月 �� 日（Ỉ）

➨㸴ᅇ 令和 � 年 �� 月 �� 日（月）～�� 月 �� 日（Ỉ）

➨㸵ᅇ 令和 � 年 �� 月 �� 日（Ỉ）～�� 月 �� 日（金）

➨ � ᅇ 令和 � 年 �� 月 �� 日（ⅆ）～�� 月 �� 日（木）

➨ � ᅇ 令和 � 年 � 月 �� 日（Ỉ）～� 月 �� 日（金）

会 場  中央福祉学院「ロフォス湘南」 ࢘   

          〒�������� 神奈川県三浦郡葉山町上山口 ������� 
。授業に講⩏内ᐜに関する▷⟅ᘧヨ㦂を行う ࢚   

  յ 通信授業とスࢡーリンࢢを修了した者に対し、「修了ࢸスト」を行う。

��� 修了証書の交付

通信授業の⛉目にྜ᱁し、かつ、スࢡーリンࢢを修了した者で、修了ࢸストにྜ᱁し

た者について、社会福祉事㈨᱁ㄆ定通信課程の修了証書を交付する。

��� 受講⥅続

� 年間で修了で࡞ࡁかࡗた者については、ḟ年ᗘに㝈ࡾ受講期間の⥅続をㄆめる。

この場ྜ、所定の⥅続受講料を納入するものとする。

��� 経 費

① 受講料 㸶４，㸵００円

② 受講者は、通信授業開始前に「受講料」を納入するものとする。

③ スࢡーリンࢢに伴う旅費・宿泊費等は申込者の負担とする。
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２ 社会福祉施設長資格認定講習課程 

��� 目 的

「社会福祉施設の長の㈨᱁せ௳について（和 �� 年 � 月 �� 日付社ᗢ➨ �� ྕཌ生┬社会

ᒁ長・ඣ❺ᐙᗞᒁ長通知）」おࡼび「ඣ❺福祉施設᭱ప基‽及びඣ❺福祉法施行つ๎の୍

㒊をᨵṇする┬令等の施行について（ᖹᡂ �� 年 � 月 � 日付㞠ඣ ���� ➨㸯ྕཌ生ປാ┬

㞠⏝ᆒ等・ඣ❺ᐙᗞᒁ長通知）」にࡼる社会福祉施設の長（以下、「施設長」という）とし

てᚲせ࡞ලయ的せ௳を‶たしてい࡞い者に対して、施設長としてᚲせ࡞知㆑及びᢏ⾡につ

いて通信ᩍ⫱の方法にࡾࡼᩍ授し、ᚲせ࡞㈨᱁をྲྀᚓさࡏる。

��� 受講期間等

受講期間は令和 � 年 � 月 � 日かࡽ � 年間

学⩦期間は令和 � 年 � 月 � 日かࡽ令和 � 年 � 月 �� 日ࡲで

修了期日は令和 � 年 � 月 �� 日

��� 受講定員  㸱００人

��� 受講㈨᱁

බ❧施設の施設長に就任ண定の者ཪは施設長に就任している者であࡗて、施設長として

のලయ的せ௳を‶たしてい࡞い者

��� 学⩦⛉目

➨㸯学期 ➨㸰学期 ➨㸱学期 ➨４学期

社会福祉ᴫ論

ᚰ理学

་学୍⯡

人事・ປົ管理論

社会福祉援ຓᢏ⾡論

ㆤᴫ論

社会福祉施設経営管理論

㈈ົ管理論

⪁人福祉論

බ的ᢇຓ論

ᆅᇦ福祉論

社会ಖ㞀論

ඣ❺ᐙᗞ福祉論

㞀ᐖ者福祉論

法学

社会学

��� 学⩦指ᑟ

 ① 学⩦指ᑟは、通信授業と㞟ྜ研修（スࢡーリンࢢ）にࡾࡼ行う。
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 ② 通信授業はḟの期間とする。

学 期 期 間

➨㸯学期 令和 � 年 � 月 � 日～令和 � 年 � 月 �� 日

➨㸰学期 令和 � 年 � 月 � 日 ～令和 � 年 � 月 �� 日

➨㸱学期 令和 � 年 �� 月 � 日～令和 � 年 �� 月 �� 日

➨４学期 令和 � 年 �� 月 � 日～令和 � 年 � 月 �� 日

  

③ 通信授業の⮬Ꮿ学⩦は「ᩍ⛉書（ࢸキスト）」と「学⩦の手ᘬ」及び「⿵ຓᩍᮦ」を⏝い

て行い、学⩦課㢟に対する⟅をᥦ出し、ῧ๐指ᑟ及びホ౯を受けるものとする。

  

մ 㞟ྜ研修（スࢡーリンࢢ）は、ḟにࡾࡼ行う。

   ア 授業⛉目 学⩦⛉目のうࡕせ࡞㸶⛉目についての講⩏を行う。

   イ 授業期間 ḟのうࡕ中央福祉学院指定の㸯ᅇを受講するものとする。 

  ᅇ            日  程

➨ � ᅇ  令和 � 年 �� 月 �� 日（ᅵ）～�� 月 �� 日（Ỉ）

 ➨ � ᅇ 令和 � 年 �� 月 � 日（金）～�� 月 �� 日（ⅆ）

 ➨ � ᅇ 令和 � 年 �� 月 �� 日（木）～�� 月 �� 日（月）

 ➨ � ᅇ 令和 � 年 �� 月 �� 日（ᅵ）～�� 月 �� 日（Ỉ）

 ➨ � ᅇ 令和 � 年 � 月 �� 日（金）～� 月 �� 日（ⅆ）

 ➨ � ᅇ 令和 � 年 � 月 �� 日（ᅵ）～� 月 �� 日（Ỉ）

会 場  中央福祉学院「ロフォス湘南」 ࢘

          〒�������� 神奈川県三浦郡葉山町上山口 ������� 
。授業に講⩏内ᐜに関する▷⟅ᘧヨ㦂を行う ࢚   

��� 修了証書の交付

通信授業の⛉目にྜ᱁し、㞟ྜ研修を修了した者について、社会福祉施設長㈨᱁ㄆ定

講⩦課程の修了証書を交付する。

��� 受講⥅続

� 年間で修了で࡞ࡁかࡗた者については、ḟ年ᗘに㝈ࡾ受講期間の⥅続をㄆめる。

この場ྜ、所定の⥅続受講料を納入するものとする。

��� 経 費

① 受講料 㸯０５�㸴００円

② 受講者は、指定期日ࡲでに「受講料」を納入するものとする（S��� ཧ↷）。

③ 㞟ྜ研修出席に伴う旅費・宿泊費等は申込者の負担とする。
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［現任カ⦎課程］

３ 社会福祉法人経営者研修課程 

��� 目 的

社会福祉法人の経営者としてᚲせ࡞法人・施設運営に関するᑓ㛛的知㆑及びᢏ⾡を修ᚓ

さࡏる。

��� 受講期間、受講定員、受講対象及び研修会場

コースྡ 受講期間 受講定員 受講対象

① 経営管理コース
令和 � 年 � 月 �� 日（金）

～� 月 �� 日（日）
��� 人

社会福祉法人の役員及び

法人の経営にᦠࢃる者

② 人事管理コース
令和 � 年 �� 月 �� 日（日）

～�� 月 �� 日（ⅆ）
��� 人

研修会場  中央福祉学院「ロフォス湘南」

          〒�������� 神奈川県三浦郡葉山町上山口 ������� 

��� 研修内ᐜ （୍㒊ኚ᭦の場ྜあࡾ）

コースྡ 研修内ᐜ

① 経営管理コース

社会福祉法人をめࡄるไᗘ・施⟇のືྥ、社会福祉法人としての

経営ᡓ␎の❧て方、⏝者本のࢧーࣅスをᥦ౪するための⤌⧊づ

くࡾ、社会福祉法人の㈈ົ管理と経営のあࡾ方、経営者としてഛえ

るࡁ㈨㉁等について、講⩏と₇⩦を通して学ࡪ。

② 人事管理コース

福祉人ᮦ☜ಖ・定╔のための施⟇᥎㐍、「ാࡁ方ᨵ㠉」にྲྀࡾ⤌

むための⎔ቃᩚഛ、人ᮦ⫱ᡂやാࡁやすい職場㢼ᅵづくࡾ等につい

て、講⩏と₇⩦を通して学ࡪ。
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��� 経 費

① 受講料 㸰９，㸵００円

② 受講者は、研修会受講決定通知後に「受講料」を納入するものとする（㹮��� ཧ↷）。

③ 㞟ྜ研修出席に伴う旅費・宿泊費等は申込者の負担とする。

��� 修了証書の交付

研修を修了した者には、修了証書を交付する。
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䊡 ཌ生ປാ┬の⿵助事業に基づき、全社協中央福祉学院が実施する研修課程

【�】 実施の目的 

 社会福祉事業にᚑ事する職員を対象として、ඣ❺福祉ྖ㈨᱁のㄆ定୪びに業ົ㐙行上ᚲせ࡞現

任カ⦎を行い、その㈨㉁をྥ上さࡏ、もࡗて社会福祉のቑ㐍に㈨するものとする。

【�】 実施機関 

 ཌ生ປാ┬の⿵ຓ事業に基づࡁ、社会福祉法人  ᅜ社会福祉༠㆟会  中央福祉学院（以下、

「中央福祉学院」という。）が実施する。

【�】 研修課程 

課 程 名
実施

回数

受講定員

�１回あたり� 
日 数  要

�� ඣ❺福祉ྖ㈨᱁ㄆ定通信課程 � ᅇ ��� 人 � 年 㞟ྜ研修 � 日

��「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程」  
指ᑟ者㣴ᡂ研修会

� ᅇ �� 人 � 日

【�】実施要㡿

上グ �、� の研修課程についてḟ㡫以㝆グ㍕する。
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１ 児童福祉ྖ資格認定通信課程 

��� 目 的

ඣ❺福祉ྖとしてᚲせ࡞基♏的知㆑及びᢏ⾡について、通信ᩍ⫱の方法にࡾࡼᩍ授し、

ඣ❺福祉法に定めるඣ❺福祉ྖの任⏝㈨᱁をྲྀᚓさࡏる。

��� 受講期間等

受講期間は令和 � 年 � 月 � 日かࡽ � 年間

学⩦期間は令和 � 年 � 月 � 日かࡽ令和 � 年 � 月 �� 日ࡲで

修了期日は令和 � 年 � 月 �� 日

��� 受講定員  㸰００人

��� 受講㈨᱁

都道府県、ᨻ令指定都市、ᨻ令で定める≉ู༊、ඣ❺┦ㄯ所を設⨨している中᰾市でඣ

❺福祉に関する業ົにᦠࢃる職員及びඣ❺福祉法➨ �� ᮲➨ � 㡯につ定する業ົにᦠࢃる

市༊町ᮧの職員で、学ᰯᩍ⫱法➨ �� ᮲にࡼる４年ไ学を༞業した者ཪは令和 � 年 � 月

に༞業ぢ込の者

��� 学⩦⛉目

➨㸯学期 ➨㸰学期 ➨㸱学期 ➨４学期

社会福祉ᴫ論

ᚰ理学

་学୍⯡

Ꮚもᚅの対応

社会福祉援ຓᢏ⾡論

ㆤᴫ論

㣴ㆤཎ理

ඣ❺┦ㄯ所運営論

⪁人福祉論

බ的ᢇຓ論

ᆅᇦ福祉論

社会ಖ㞀論

ඣ❺ᐙᗞ福祉論

㞀ᐖ者福祉論

法学

社会学

��� 学⩦指ᑟ

 ① 学⩦指ᑟは、通信授業と㞟ྜ研修にࡾࡼ行う。

 ② 通信授業はḟの期間とする。             

学 期 期 間

➨㸯学期 令和 � 年 � 月 � 日～令和 � 年 � 月 �� 日

➨㸰学期 令和 � 年 � 月 � 日～令和 � 年 � 月 �� 日

➨㸱学期 令和 � 年 �� 月 � 日～令和 � 年 �� 月 �� 日

➨４学期 令和 � 年 �� 月 � 日～令和 � 年 � 月 �� 日
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  ③ 通信授業の⮬Ꮿ学⩦は「ᩍ⛉書（ࢸキスト）」と「学⩦の手ᘬ」及び「⿵ຓᩍᮦ」を⏝い

て行い、学⩦課㢟に対する⟅をᥦ出し、ῧ๐指ᑟ及びホ౯を受けるものとする。

  մ 㞟ྜ研修は、ḟにࡾࡼ行う。

   ア 授業⛉目 学⩦⛉目のうࡕせ࡞⛉目についての講⩏を行う。

   イ 㞟ྜ研修期間（ண定）

期 間 令和 � 年 �� 月 �� 日（金）～�� 月 �� 日（ⅆ）

     

会 場  中央福祉学院「ロフォス湘南」 ࢘

          〒�������� 神奈川県三浦郡葉山町上山口 ������� 
。授業に講⩏内ᐜに関する▷⟅ᘧヨ㦂を行う ࢚   

  յ 通信授業と㞟ྜ研修を修了した者に対し、「修了ࢸスト」を行う。

��� 修了証書の交付

通信授業の⛉目にྜ᱁し、かつ、㞟ྜ研修を修了した者で、修了ࢸストにྜ᱁した者

について、ඣ❺福祉ྖ㈨᱁ㄆ定通信課程の修了証書を交付する。

��� 受講⥅続

㸯年間で修了で࡞ࡁかࡗた者については、ḟ年ᗘに㝈ࡾ受講期間の⥅続をㄆめる。

この場ྜ、所定の⥅続受講料を納入するものとする。

��� 経 費

① 受講料 㸵５，４００円

② 受講者は、通信授業開始前に「受講料」を納入するものとする。

③ 㞟ྜ研修出席に伴う旅費・宿泊費等は申込者の負担とする。
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２「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程」指導者養成研修会 

��� 目 的

  ・「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程 ᶆ‽研修プロࣛࢢム」の㊃᪨と目的を理ゎする。

。ࡪのά⏝方法を学「（アࣝࣗࢽ指ᑟマ）ࡁ指ᑟの手ᘬ」びࡼキスト類おࢸ・

・各⛉目のᒎ開・指ᑟ方法を修ᚓする。

��� 受講期間、受講定員、受講対象及び研修会場

受講期間 受講定員 受講対象

令和 � 年 � 月 � 日�ᅵ�～
� 日�月� �� 人

福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程の

研修実施ᅋయが᥎⸀する「福祉職員キャリア

パス対応生涯研修課程」の研修指ᑟண定者

研修会場  中央福祉学院「ロフォス湘南」

          〒�������� 神奈川県三浦郡葉山町上山口 ������� 

��� 研修内ᐜ

「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程」の研修指ᑟ者としてᚲせ࡞知㆑及びᢏ⾡の講

びに₇⩦等ࡽ࡞⩏

��� 経 費

① 受講料 㸰５，５００円

② 受講者は、通信授業開始前に「受講料」を納入するものとする（S��� ཧ↷）。

③ 研修会出席に伴う旅費・宿泊費等は申込者の負担とする。

��� 修了証書の交付

研修を修了した者には、修了証書を交付する。
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〔日 　程〕 令和6年7月6日（土）～7月8日（月）

〔会　 場〕 中央福祉学院「ロフォス湘南」
〔対象者〕

〔目　的〕

〔プログラム（予定）〕
講師

全国社会福祉協議会
キャリアパス対応生涯研
修課程運営委員会
テキスト編集委員会

講師

9：30～

10：00～10：15
（15分）

全国社会福祉協議会中
央福祉学院

10：15～10：30
（15分）

10：30～12：20
（110分）

13：20～15：10
（110分）

15：20～15：50
（30分）

16：00～19：00
（180分）

9：00～ 9：40
（40分）

9：50～11：50
（120分）

12：40～14：40
（120分）

14：50～16：50
（120分）

17：00～19：00
（120分）

9：00～11：00
（120分）

11：10～12：40
（90分）

13：30～15：00
（90分）

【分科会オリエンテーション】

【講義】
担当割とレッスンプランの作り方

【演習】
レッスンプランの作成

第
３
日

第
2
日

（プログラムの時間割や一部内容、講師等については変更する場合があります）

【指導演習④と振り返り】
啓発科目の講義と演習

【指導演習①と振り返り】
基軸科目の講義と演習

【講義】
　「指導演習の振り返り」

【指導演習⑤と振り返り】
行動指針マップの策定

【演習】
指導演習の準備

【指導演習②と振り返り】
基礎科目の講義と演習

【指導演習③と振り返り】
重点科目の講義と演習

【指導演習⑥と振り返り】
キャリアデザインとアクションプランの策定

令和6年度「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程」指導者養成研修会

・「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程 標準研修プログラム」の趣旨と目的を理解する。
・テキスト類および「指導の手引き（指導マニュアル）」の活用方法を学ぶ。
・各科目の展開・指導方法を修得する。

福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程の研修実施団体が推薦する「福祉職員キャリアパス対応生
涯研修課程」の研修指導予定者

研修科目日　時

【受付】

【開講式／オリエンテーション】

【基調講義】
「キャリアパス対応生涯研修課程の意義と研修指導者への期待」
【講義】
「本研修課程の基本コンセプトとテキスト及び標準研修プログラムの構成」

事前動画視聴

日　時 研修科目

第
1
日

全国社会福祉協議会
キャリアパス対応生涯研
修課程運営委員会
テキスト編集委員会

【講義】
標準研修プログラム1日目（基軸科目・基礎科目・重点科目）の内容と指導
のポイント

【講義】
標準研修プログラム2日目（啓発科目・行動指針の策定・キャリアデザイン
シートの作成）の内容と指導のポイント
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䊢 受講⏦㎸ᡭ⥆等（ጤク・⿵助事業）

� 受講⏦㎸ᡭ⥆ 

受講申込者（行ᨻ機関の場ྜは所ᒓ長、බ営施設の場ྜは所ᒓ長ཪは施設長、社会福祉法人

等経営施設の場ྜは理事長ཪは施設長）は、受講希望者ࡈとに各課程の「受講申込書」（ᵝᘧは

中央福祉学院かูࡽ㏵㏦付する「受講内」、ࡲたは、中央福祉学院࣍ーム࣌ージかࡽダ࢘ンロ

ーࢻしてྲྀᚓした「受講内」にࡼる）にᚲせ事㡯をグ入し、ḟに♧す༊ศにᚑい所定の期日

。でにᥦ出するものとするࡲ

お、研修ὴ㐵経費（㢠ཪは୍㒊）が、都道府県・指定都市・中᰾市ཪはᅋయ等において࡞

負担、ཪは、ຓᡂ等されるとࡁは、ㄪᩚのうえᥦ出すること。

��� ㈨᱁ㄆ定課程（社会福祉事㈨᱁ㄆ定通信課程、社会福祉施設長㈨᱁ㄆ定講⩦課程、ඣ❺福

祉ྖ㈨᱁ㄆ定通信課程）の受講申込書のᥦ出については、中央福祉学院長かࡽのู㏵通知に

。るものとするࡼ

��� 現任カ⦎課程（社会福祉法人経営者研修課程、「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程」

指ᑟ者㣴ᡂ研修会）の受講申込書は、受講申込者が中央福祉学院長あてに┤᥋ᥦ出するもの

とする。

��� 上グ���に♧した現任カ⦎課程の「受講内」及び「受講申込書」のᵝᘧは、中央福祉学院

�ージ（KWWSV࣌ーム࣍��ZZZ�JDNXLQ�JU�MS）かࡽダ࢘ンローࢻしてྲྀᚓすることがでࡁるも

のとする。 

� 受講者のỴ定及び通知 

��� ㈨᱁ㄆ定課程について、中央福祉学院長は研修課程ࡈとに定員の範囲内で受講者を決定

し、その結果を社会福祉研修管㒊（ᒁ）長及び受講申込者に通知するものとする。

��� 現任カ⦎課程について、中央福祉学院長は研修課程ࡈとに定員の範囲内で受講者を決定

し、その結果を受講申込者に通知するものとする。
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� 受講⏦㎸᭩等のᥦฟ期㝈

⏦㎸期㝈及びᥦฟඛ 

課程名

受講⏦㎸᭩のᥦฟ期㝈
受講⏦㎸᭩及び

受講ᕼᮃ者㐃名⡙のᥦฟ期㝈

受講⏦㎸者

Ѝ 社会福祉研修

主管部（ᒁ）長

社会福祉研修

主管部（ᒁ）長

Ѝ 中央福祉学院長

［資格認定課程］
  

� 社会福祉事㈨᱁ㄆ定通

信課程

令和 � 年 � 月 � 日（月） 令和 � 年 � 月 �� 日（月）

� 社会福祉施設長㈨᱁ㄆ定

講⩦課程（※）

令和 � 年 � 月 � 日（月） 令和 � 年 � 月 �� 日（月）

� ඣ❺福祉ྖ㈨᱁ㄆ定通信

課程

令和 � 年 � 月 � 日（月） 令和 � 年 � 月 �� 日（月）

［現任カ⦎課程］

受講申込書を┤᥋、中央福祉学院長ᐄにᥦ出

� 社会福祉法人経営者研修

課程

�「福祉職員キャリアパス対

応生涯研修課程」

指ᑟ者㣴ᡂ研修会

 ※社会福祉施設長㈨᱁ㄆ定講⩦課程については、上グ社会福祉研修管㒊（ᒁ）かࡽの申込の

の┤᥋の申込も実施（申込期㝈㸸令和か、中央福祉学院 � 年 � 月 � 日（月））
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� 各研修課程の経㈝

��� 受講者の受講料はḟのとおࡾとする。（いずれも受講決定通知後に納入のこと）

� 社会福祉事㈨᱁ㄆ定通信課程 ͐͐͐ 䠔䠐䠈䠓䠌䠌

� 社会福祉施設長㈨᱁ㄆ定講⩦課程 ͐͐͐ 䠍䠌䠑䠈䠒䠌䠌

� ඣ❺福祉ྖ㈨᱁ㄆ定通信課程

  ୍㒊、ࢸキストとして市㈍ᅗ書⏝�受講料に含ࡲず� 
͐͐͐ 䠓䠑䠈䠐䠌䠌

� 社会福祉法人経営者研修課程 ͐͐͐ 䠎䠕䠈䠓䠌䠌

�「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程」

指ᑟ者㣴ᡂ研修会

୍㒊、ࢸキストとして市㈍ᅗ書⏝�受講料に含ࡲず� 

͐͐͐ 䠎䠑䠈䠑䠌䠌

��� 「社会福祉事㈨᱁ㄆ定通信課程」「社会福祉施設長㈨᱁ㄆ定講⩦課程」及び「ඣ❺福祉ྖ

㈨᱁ㄆ定通信課程」のḟ年ᗘの受講⥅続者は、所定の⥅続受講料を納入するものとする。

��� 研修会出席に伴う旅費、宿泊費等は、上グの経費とはูに申込者の負担とする。
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� その他 

��� 関ಀ各課の受講内・࿘知㐃⤡について

都道府県・指定都市・中᰾市にࡾࡼ、各研修課程の担当課が」ᩘにศかれていることが考

えࡽれるので、研修の実施ィ⏬の࿘知・ᚭᗏをᅗるため、本「実施せ⥘」及び「受講内」

を関ಀ所管課等に㓄ᕸ㢪いたい。

㈨᱁ㄆ定課程である「社会福祉事㈨᱁ㄆ定通信課程」「社会福祉施設長㈨᱁ㄆ定講⩦課

程」「ඣ❺福祉ྖ㈨᱁ㄆ定通信課程」の「受講内」は、中央福祉学院かูࡽ㏵㏦付するので

福祉事ົ所、㌟య㞀ᐖ者᭦生┦ㄯ所、知的㞀ᐖ者᭦生┦ㄯ所、ඣ❺┦ㄯ所及び社会福祉施設

等の各関ಀ機関、及び市町ᮧ福祉関ಀ各課に㓄ᕸ㢪いたい。 

現任カ⦎課程である「社会福祉法人経営者研修課程」の「受講内」は、中央福祉学院ࡼ

。受講対象施設等に┤᥋㓄ᕸするࡾ

た、「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程」指ᑟ者㣴ᡂ研修会の「受講内」は、中ࡲ

央福祉学院ࡾࡼ都道府県・指定都市社会福祉研修実施機関等にู㏵┤᥋㓄ᕸする。

ージ࣌ーム࣍て中央福祉学院お、現任カ⦎課程の「受講内」「受講申込書」は、す࡞

（KWWSV://ZZZ.JDNXLQ.JU.MS）かࡽダ࢘ンローࢻにྲྀࡾࡼᚓでࡁることとしているのであࢃ

。て࿘知㢪いたいࡏ

��� 受講ಁ㐍について

ḟの①かࡽ③については、受講ಁ㐍について≉ẁの㓄៖を㈷ࡾたい。

①「町ᮧの福祉行ᨻ担当者」の社会福祉事㈨᱁ㄆ定通信課程（බົ員課程）の受講

②「社会福祉施設の長としてのලయ的せ௳を‶たしてい࡞い者」の社会福祉施設長㈨᱁

ㄆ定講⩦課程の受講

③「市町ᮧ職員」のඣ❺福祉ྖ㈨᱁ㄆ定通信課程の受講

��� 受講結果の通知について

㈨᱁ㄆ定課程の受講結果については、各研修課程⤊了後、中央福祉学院長かࡽ当該社会福

祉研修管㒊（ᒁ）長ᐄに修了者ሗ࿌として通知する。
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䊣 全社協中央福祉学院が独自に実施する研修課程

【�】 実施の目的 

 社会福祉事業にᚑ事する職員を対象として、㈨᱁のㄆ定୪びに業ົ㐙行上ᚲせ࡞現任カ⦎を行い、

その㈨㉁をྥ上さࡏ、もࡗて社会福祉のቑ㐍に㈨するものとする。

【�】 実施機関 

 社会福祉法人 ᅜ社会福祉༠㆟会 中央福祉学院（以下、「中央福祉学院」）

【�】 研修課程 

課 程 名 回数 受講定員 日数  要

�� 社会福祉事㈨᱁ㄆ定通信課程

（Ẹ間社会福祉事業職員）
� ᅇ ����� 人 � 年

㞟ྜ研修 � 日
講⩏ື⏬㓄信 � 日ศ

�� 社会福祉施設長㈨᱁ㄆ定講⩦課程

（Ẹ間社会福祉施設長）
� ᅇ ��� 人 � 年 㞟ྜ研修 � 日

�� 社会福祉ኈ通信課程▷期㣴ᡂコース（➨ �� 期） � ᅇ ��� 人 � か月

㞟ྜ研修
せ実⩦者はู㏵
� 日ࡲたは � 日

�� ➨ �� 期福祉施設長ᑓ㛛講ᗙ � ᅇ ��� 人 � 年 㞟ྜ研修㸰ᅇ

�� 社会福祉法人会ィ実ົ講ᗙ � ᅇ ��� 人 � か月 㞟ྜ研修㸱日

�� 社会福祉༠㆟会管理職員研修会 � ᅇ �� 人 � 日 㞟ྜ研修㸱日

�� 都道府県・指定都市社会福祉研修実施機関職員

研修会
� ᅇ �� 人 � 日 㞟ྜ研修㸱日

�� 職場研修担当者研修会

� ᅇ 各 �� 人 � 日 㞟ྜ研修 � 日

� ᅇ
㺐㺻㺛㺢㺵㺖㺞㺎

�� 人
� 日 㞟ྜ研修㸯日

�� スーパーࣅジࣙン研修会 � ᅇ ��� 人 � 日 㞟ྜ研修㸱日

��� フ࣑リーࢯーࢩャࣝ࣡ーࢡ研修会 � ᅇ 各 ��� 人 各 � 日 㞟ྜ研修各㸰日

��� 「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程」

上級管理者研修会
� ᅇ �� 人 � 日 㞟ྜ研修 � 日

くしᮍ来ሿࡩ � �� � ᅇ �� 人 � 日
宿ྜ࣑ࢮ

ື⏬ど⫈

【�】実施要㡿

上グ �～�� 研修課程についてḟ㡫以㝆グ㍕する。
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１ 社会福祉主事資格認定通信課程（民間社会福祉事業職員） 

  
① 期コース

���  目 的

Ẹ間社会福祉事業にᚑ事している職員について、社会福祉事としてᚲせ࡞基♏的知㆑

及びᢏ⾡について、通信ᩍ⫱の方法にࡾࡼᩍ授し、社会福祉法に定める社会福祉事の任

⏝㈨᱁をྲྀᚓさࡏる。

���  受講期間等

受講期間は令和 � 年 � 月 � 日かࡽ � 年間

学⩦期間は令和 � 年 � 月 �� 日かࡽ令和 � 年 � 月 �� 日ࡲで

修了期日は令和 � 年 � 月 �� 日

���  受講定員  㸱，９００人（・⛅期ྜィ）

���  受講㈨᱁

    社会福祉事業�社会福祉法に基づく➨ � ✀・➨ � ✀社会福祉事業�の施設・事業所、ある

いはㆤಖ㝤法に基づくㆤಖ㝤事業者の指定を受けた施設・事業所にᚑ事していること

ཪは「社会福祉事の実⩦施設・事業」にᚑ事していること。

���  受講申込手続

受講申込者（所ᒓ長）は、「社会福祉事㈨᱁ㄆ定通信課程（Ẹ間社会福祉事業職員）

受講内」にᚑい、中央福祉学院長あてに┤᥋申し込む。

���  受講申込書のᥦ出期㝈  

    令和 � 年 � 月 �� 日（当日ᾘ༳᭷ຠ） ※� 月 � 日ࡲでᘏ期  

���  受講者の決定

中央福祉学院長は受講希望者について書類選考を行い、定員の範囲内で受講者を決定し、

その結果を受講申込者に通知する。

���  学⩦⛉目

➨㸯学期 ➨㸰学期 ➨㸱学期 ➨４学期

社会福祉ᴫ論Ϩ

社会福祉ᴫ論ϩ

ᚰ理学

་学୍⯡

社会福祉援ຓᢏ⾡論Ϩ

社会福祉援ຓᢏ⾡論ϩ

ㆤᴫ論

社会福祉施設経営管理論

社会福祉༠㆟会のάື

⪁人福祉論

බ的ᢇຓ論

ᆅᇦ福祉論

社会ಖ㞀論

ඣ❺ᐙᗞ福祉論

㞀ᐖ者福祉論

法学

社会学

➨ � 学期「社会福祉施設経営管理論」「社会福祉༠㆟会のάື」は受講コースにࡾࡼ、いずれか � ⛉目を受講
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��� 学⩦指ᑟ等

 ① 学⩦指ᑟは、通信授業とスࢡーリンࢢにࡾࡼ行う。

 ② 通信授業はḟの期間とする。

学 期 期 間

➨㸯学期 令和 � 年 � 月 �� 日 ～ 令和 � 年 � 月 �� 日

➨㸰学期 令和 � 年 � 月 � 日 ～ 令和 � 年 � 月 �� 日

➨㸱学期 令和 � 年 �� 月 � 日 ～ 令和 � 年 �� 月 �� 日

➨４学期 令和 � 年 �� 月 � 日 ～ 令和 � 年 � 月 �� 日

  ③ 通信授業の⮬Ꮿ学⩦は「ᩍ⛉書（ࢸキスト）」と「学⩦の手ᘬ」及び「⿵ຓᩍᮦ」を⏝い

て行い、学⩦課㢟に対する⟅をᥦ出し、ῧ๐指ᑟ及びホ౯を受けるものとする。

  մ スࢡーリンࢢは、ḟにࡾࡼ行う。

   ア 授業⛉目 学⩦⛉目のうࡕ㸵⛉目について、講⩏ື⏬ど⫈、講⩏及び≉ู講⩏を行う。

   イ 授業期間 ḟのうࡕ中央福祉学院指定の㸯ᅇを受講するものとする。

     ※㞟ྜ研修の開催日程はㄪᩚ中につࡁ、決ࡾࡲḟ➨࣍ーム࣌ージ等で࿘知する。

会 場  中央福祉学院「ロフォス湘南」 ࢘

          〒�������� 神奈川県三浦郡葉山町上山口 ������� 
。ヨ 㦂  授業に講⩏内ᐜに関する▷⟅ᘧヨ㦂を行う ࢚   

����  修了証書の交付

通信授業の⛉目にྜ᱁し、かつ、スࢡーリンࢢを修了した者で、修了ࢸストにྜ᱁し

た者について、社会福祉事㈨᱁ㄆ定通信課程の修了証書を交付する。

����  受講⥅続

� 年間で修了で࡞ࡁかࡗた者については、ḟ年ᗘに㝈ࡾ受講期間の⥅続をㄆめる。

この場ྜ、所定の⥅続受講料を納入するものとする。

����  経 費

①  受講料  㸯㸯㸵，㸵００円

②  受講者は、通信授業開始前に「受講料」を納入するものとする。

③  スࢡーリンࢢ出席に伴う旅費・宿泊費等は申込者の負担とする。
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② ⛅期コース

���  目 的

Ẹ間社会福祉事業にᚑ事している職員について、社会福祉事としてᚲせ࡞基♏的知㆑

及びᢏ⾡について、通信ᩍ⫱の方法にࡾࡼᩍ授し、社会福祉法に定める社会福祉事の任

⏝㈨᱁をྲྀᚓさࡏる。

���  受講期間等

受講期間・学⩦期間は令和 � 年 �� 月 � 日かࡽ � 年間

学⩦期間は令和 � 年 �� 月 � 日かࡽ令和 � 年 � 月 �� 日ࡲで

修了期日は令和 � 年 � 月 �� 日

���  受講定員  㸱，９００人（・⛅期ྜィ）

���  受講㈨᱁

社会福祉事業�社会福祉法に基づく➨ � ✀・➨ � ✀社会福祉事業�の施設・事業所、ある

いはㆤಖ㝤法に基づくㆤಖ㝤事業者の指定を受けた施設・事業所にᚑ事していること

���  受講申込手続

受講申込者（所ᒓ長）は、「社会福祉事㈨᱁ㄆ定通信課程（Ẹ間社会福祉事業職員）

受講内」にᚑい、中央福祉学院長あてに┤᥋申し込む。

���  受講申込書のᥦ出期㝈  

令和 � 年 � 月 �� 日（当日ᾘ༳᭷ຠ）

���  受講者の決定

中央福祉学院長は受講希望者について書類選考を行い、定員の範囲内で受講者を決定し、

その結果を受講申込者に通知する。

���  学⩦⛉目

➨㸯学期 ➨㸰学期 ➨㸱学期 ➨４学期

⪁人福祉論

බ的ᢇຓ論

ᆅᇦ福祉論

社会ಖ㞀論

ඣ❺ᐙᗞ福祉論

㞀ᐖ者福祉論

法学

社会学

社会福祉ᴫ論Ϩ

社会福祉ᴫ論ϩ

ᚰ理学

་学୍⯡

社会福祉援ຓᢏ⾡論Ϩ

社会福祉援ຓᢏ⾡論ϩ

ㆤᴫ論

社会福祉経営管理論
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��� 学⩦指ᑟ等

 ① 学⩦指ᑟは、通信授業とスࢡーリンࢢにࡾࡼ行う。

 ② 通信授業はḟの期間とする。

学 期 期 間

➨㸯学期 令和 � 年 �� 月 � 日 ～ 令和 � 年 �� 月 �� 日

➨㸰学期 令和 � 年 �� 月 � 日 ～ 令和 � 年 � 月 �� 日

➨㸱学期 令和 � 年 � 月 � 日 ～ 令和 � 年 � 月 �� 日

➨４学期 令和 � 年 � 月 � 日 ～ 令和 � 年 � 月 �� 日

  ③ 通信授業の⮬Ꮿ学⩦は「ᩍ⛉書（ࢸキスト）」と「学⩦の手ᘬ」及び「⿵ຓᩍᮦ」を⏝い

て行い、学⩦課㢟に対する⟅をᥦ出し、ῧ๐指ᑟ及びホ౯を受けるものとする。

  մ スࢡーリンࢢは、ḟにࡾࡼ行う。

   ア 授業⛉目 学⩦⛉目のうࡕ㸵⛉目について、講⩏ື⏬ど⫈、講⩏及び≉ู講⩏を行う。

   イ 授業期間 ḟのうࡕ中央福祉学院指定の㸯ᅇを受講するものとする。

     ※㞟ྜ研修の開催日程はㄪᩚ中につࡁ、決ࡾࡲḟ➨࣍ーム࣌ージ等で࿘知する。

会 場  中央福祉学院「ロフォス湘南」 ࢘   

          〒�������� 神奈川県三浦郡葉山町上山口 ������� 
。ヨ 㦂  授業に講⩏内ᐜに関する▷⟅ᘧヨ㦂を行う ࢚   

  

����  修了証書の交付

通信授業の⛉目にྜ᱁し、かつ、スࢡーリンࢢを修了した者で、修了ࢸストにྜ᱁し

た者について、社会福祉事㈨᱁ㄆ定通信課程の修了証書を交付する。

����  受講⥅続

� 年間で修了で࡞ࡁかࡗた者については、ḟ年ᗘに㝈ࡾ受講期間の⥅続をㄆめる。

この場ྜ、所定の⥅続受講料を納入するものとする。

 ����  経 費

①  受講料  㸯㸯㸵，㸵００円

②  受講者は、通信授業開始前に「受講料」を納入するものとする。

③  スࢡーリンࢢ出席に伴う旅費・宿泊費等は申込者の負担とする。
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２ 社会福祉施設長資格認定講習課程（民間社会福祉施設長） 

��� 目 的

「社会福祉施設の長の㈨᱁せ௳について（和 �� 年 � 月 �� 日付社ᗢ➨ �� ྕཌ生┬社会

ᒁ長・ඣ❺ᐙᗞᒁ長通知）」おࡼび「ඣ❺福祉施設᭱ప基‽及びඣ❺福祉法施行つ๎の୍

㒊をᨵṇする┬令等の施行について（ᖹᡂ �� 年９月㸯日付㞠ඣ ���� ➨㸯ྕཌ生ປാ┬㞠

⏝ᆒ等・ඣ❺ᐙᗞᒁ長通知）」にࡼる社会福祉施設の長（以下、「施設長」という）として

ᚲせ࡞ලయ的せ௳を‶たしてい࡞い者に対して、施設長としてᚲせ࡞知㆑及びᢏ⾡につい

て通信ᩍ⫱の方法にࡾࡼᩍ授し、ᚲせ࡞㈨᱁をྲྀᚓさࡏる。

��� 受講期間等

受講期間は令和 � 年 � 月 � 日かࡽ � 年間

学⩦期間は令和 � 年 � 月 � 日かࡽ令和 � 年 � 月 �� 日ࡲで

修了期日は令和 � 年 � 月 �� 日

��� 受講定員  㸵００人

��� 受講㈨᱁

Ẹ間社会福祉施設の施設長に就任ண定の者ཪは施設長に就任している者であࡗて、施設

長としてのලయ的せ௳を‶たしてい࡞い者

��� 受講申込手続、申込書のᥦ出期㝈、受講者の決定等

受講申込手続、申込書のᥦ出期㝈、受講者の決定等については、බ❧施設を対象とする

課程に‽ずる。

��� 学⩦⛉目及び学⩦指ᑟ等

   学⩦⛉目、学⩦指ᑟ等については、බ❧施設を対象とする課程に‽ずる。

  

��� 修了証書の交付

通信授業の⛉目にྜ᱁し、㞟ྜ研修を修了した者について、社会福祉施設長㈨᱁ㄆ定

講⩦課程の修了証書を交付する。

��� 受講⥅続

� 年間で修了で࡞ࡁかࡗた者については、ḟ年ᗘに㝈ࡾ受講期間の⥅続をㄆめる。この

場ྜ、所定の⥅続受講料を納入するものとする。

��� 経 費

① 受講料  㸯０５，㸴００円（受講ᢎㄆ通知後に納入する）

② 㞟ྜ研修出席に伴う旅費、宿泊費等は申込者の負担とする。

- 22 -



３ 社会福祉士通信課程短期養成コース（第 �� 期）

��� 目 的

社会福祉ኈとしてᚲせ࡞ᑓ㛛の学⾡の理論及び応⏝について、として通信の方法にࡼ

ᩍ授し、「社会福祉ኈ及びㆤ福祉ኈ法」に定める社会福祉ኈᅜᐙヨ㦂の受㦂㈨᱁を付ࡾ

する。

��� 修業年㝈

受講期間は令和 � 年 � 月 �� 日かࡽ令和 � 年 � 月 �� 日

��� 入学定員  ��� 人

��� 経 費

  ① 入学選考料    ５，㸯００円（入学申込に納入する）

  ② 授 業 料  㸯㸶㸶，４００円（ᩍᮦ費込、入学決定後に納入する）

  ③ 実⩦指ᑟ料  㸱５０，０００円（┦ㄯ援ຓ実⩦がᚲせと࡞る者のみ、入学決定後に納入する）

  մ 㞟ྜ研修出席及び実⩦に伴う旅費・宿泊費等は、ู㏵負担と࡞る。

��� 入学㈨᱁

「社会福祉ኈㆤ福祉ኈ㣴ᡂ施設指定つ๎」➨ � ᮲➨୍ྕイのいずれかに該当する下グ

①～յの者。

① 学ᰯᩍ⫱法に基づく学（▷期学を㝖く。ḟ᮲においてྠࡌ。）において法➨ �
᮲➨ � ྕにつ定する基♏⛉目（以下このྕにおいて「基♏⛉目」という。）を修め

て༞業した者そのその者に‽ずるものとして社会福祉ኈ及びㆤ福祉ኈ法施行

つ๎（和 �� 年ཌ生┬令➨ �� ྕ。以下「施行つ๎」という。）➨ � ᮲➨ � 㡯各

ྕにᥖࡆる者。

② 学ᰯᩍ⫱法に基づく▷期学（修業年㝈が㸱年であるものに㝈る。）において基♏

⛉目を修めて༞業した者（ኪ間において授業を行う学⛉ཪは通信にࡼるᩍ⫱を行

う学⛉を༞業した者を㝖く。）そのその者に‽ずるものとして施行つ๎➨ � ᮲➨

� 㡯各ྕにᥖࡆる者であࡗて、法➨ � ᮲➨ � ྕにつ定する指定施設（以下「指定

施設」という。）において㸯年以上┦ㄯ援ຓの業ົにᚑ事したもの。

③ 学ᰯᩍ⫱法に基づく▷期学において基♏⛉目を修めて༞業した者そのその者

に‽ずるものとして施行つ๎➨㸯᮲➨㸶㡯各ྕにᥖࡆる者であࡗて、指定施設に

おいて � 年以上┦ㄯ援ຓの業ົにᚑ事したもの。

մ 社会福祉法（和 �� 年法ᚊ➨ �� ྕ）➨ �� ᮲➨ � 㡯➨ � ྕにつ定する㣴ᡂ機関

の課程を修了した者であࡗて、指定施設において㸰年以上┦ㄯ援ຓの業ົにᚑ事

したもの。

յ ඣ❺福祉法（和 �� 年法ᚊ➨ ��� ྕ）に定めるඣ❺福祉ྖ、㌟య㞀ᐖ者福祉法（

和 �� 年法ᚊ➨ ��� ྕ）に定める㌟య㞀ᐖ者福祉ྖ、社会福祉法に定める福祉に関

する事ົ所に⨨かれるྠ法➨ �� ᮲➨㸯㡯➨㸯ྕにつ定する所員、知的㞀ᐖ者福祉

法（和 �� 年法ᚊ➨ �� ྕ）に定める知的㞀ᐖ者福祉ྖ୪びに⪁人福祉法（和

�� 年法ᚊ➨ ��� ྕ）➨ � ᮲及び➨ � ᮲につ定する社会福祉事であࡗた期間が �
年以上である者。
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��� 入学申込手続

入学希望者は、入学申込フォームに所せ事㡯を入ຊし、入学㈨᱁にಀる証᫂書類、入学

選考料及び♧された課㢟にࡼるᑠ論ᩥをῧえて中央福祉学院長あてに申し込む。

��� 受講申込書のᥦ出期㝈

令和 � 年 � 月 �� 日。たࡔし、定員にవ⿱がある場ྜ、以㝆、定員に㐩するࡲで受付。

��� 受講者の決定

中央福祉学院長は、入学希望者についてᑠ論ᩥ及び入学申込書類にࡾࡼ選考を行い、定

員の範囲内で入学者を決定し、その結果を申込者に通知する。たࡔし、入学せ௳を‶たし、

かつ入学申込において指定施設にົし、施設長等が᥎⸀する者については、ᑠ論ᩥの

ᥦ出をච㝖するものとする。

��� 学⩦⛉目

以下のすての⛉目をᒚ修する。たࡔし、指定施設において㸯年以上┦ㄯ援ຓの業ົに

ᚑ事した後入学する者についてはսվはච㝖と࡞る。

① 社会福祉のཎ理とᨻ⟇� 
② 社会福祉のཎ理とᨻ⟇� 
③ ᆅᇦ福祉とໟ括的支援యไ� 
մ ᆅᇦ福祉とໟ括的支援యไ� 
յ  �の理論と方法ࢡャࣝ࣡ーࢩーࢯ
ն  �の理論と方法ࢡャࣝ࣡ーࢩーࢯ
շ  ��ᑓ㛛�の理論と方法ࢡャࣝ࣡ーࢩーࢯ
ո  ��ᑓ㛛�の理論と方法ࢡャࣝ࣡ーࢩーࢯ

���� 学⩦指ᑟ等

①  学⩦指ᑟは、通信授業及び㞟ྜ研修等にࡾࡼ行う。

②  通信授業はḟの期間とする。

学 期 期 間

➨㸯学期 令和 � 年 � 月 �� 日～令和 � 年 �� 月 �� 日

③  通信授業の⮬Ꮿ学⩦は「ᩍ⛉書」と「学⩦の手ᘬ」、「指ᑟ講ᖌが指定するཧ考書」等

を⏝いて行い、学⩦課㢟に対する࣏ࣞートをᥦ出し、ῧ๐指ᑟとホ౯を受けるものとす

る。

մ  ⛉目のྜྰุ定は、⟅（࣏ࣞート）のホ౯及び㞟ྜ研修の出席を⥲ྜして行う。

յ  㞟ྜ研修は、ḟにࡾࡼ行う。

ア 期間 ※ 受講者は、下グのいずれかのコースを選ᢥし、ᒚ修する。（ィ �� 間）

չ  ��ᑓ㛛�⩦₇ࢡャࣝ࣡ーࢩーࢯ
պ  ��ᑓ㛛�⩦₇ࢡャࣝ࣡ーࢩーࢯ
ջ  ��ᑓ㛛�⩦₇ࢡャࣝ࣡ーࢩーࢯ
ռ  ��ᑓ㛛�⩦₇ࢡャࣝ࣡ーࢩーࢯ
ս 実⩦指ᑟࢡャࣝ࣡ーࢩーࢯ

վ ⩦実ࢡャࣝ࣡ーࢩーࢯ
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コース 1回目 2回目 3回目 日数

L1. ロフォス合宿コース
4月27日（土）
～5月1日（水）

5日×1回
（5日間）

L2. ロフォス合宿コース
7月11日（木）
～15日（月祝）

5日×1回
（5日間）

L3. ロフォス2回コース
4月20日（土）

～22日（月）
6月28日（金）

～30日（日）

L4. ロフォス2回コース
4月27日（土）
～29日（月祝）

7月13日（土）
～15日（月）

L5. ロフォス2回コース
5月29日（水）

～31日（金）
8月7日（水）

～9日（金）

L6. ロフォス合宿コース
8月7日（水）
～11日（日）

5日×1回
（5日間）

T1. 東京2回コース
5月18日（土）

～20日（月）
7月6日（土）

～7日（日）
3日 + 2日
（5日間）

T2. 東京3回コース
5月18日（土）

～19日（日）
6月15日（土）

～16日（日）
7月6日（土）

～7日（日）

T3. 東京3回コース
5月20日（月）

～21日（火）
6月17日（月）

～18日（火）
7月8日（月）

～9日（火）

K.   神戸3回コース
5月11日（土）

～12日（日）
6月8日（土）

～9日（日）
8月3日（土）

～4日（日）

F.   福岡3回コース
5月25日（土）

～26日（日）
6月22日（土）

～23日（日）
7月20日（土）

～21日（日）

2日×3回
（６日間）

3日×2回
（６日間）

実習ᣦᑟ 

（䢗䢈䡧䡹）

4 月 17 日(Ỉ)䡚19 日（金) 

䠆実習せᒚ修者のみᑐ㇟

11 月 25 日(月)䡚26 日（ⅆ) 

䠆実習せᒚ修者のみᑐ㇟

イ 会場  

ロフォスコース（/） ロフォス湘南（神奈川県三浦郡葉山町）

ᮾிコース（7） 社༠会㆟ᐊ（ᮾி都༓௦⏣༊㟘が関 ᪂㟘が関ࣝࣅ）

神ᡞコース（.） 三ᐑ研修ࢭンࢱー（神ᡞ市中央༊）

福ᒸコース（)） 7.3 ༤ከ㥐⟃⣸口㺩㺼㺚㺼㺦㺛㺜㺻㺞㺎（福ᒸ市༤ከ༊）

  

���� ༞業証書の交付

⛉目にྜ᱁した者について、社会福祉ኈ通信課程の修了をㄆ定し、༞業証書を交付する。
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４ 第 �� 期福祉施設長専門講座〔通信課程〕

��� 目 的

社会福祉施設長として、施設経営管理にᚲせ࡞ᑓ㛛的知㆑及びᢏ⾡を修ᚓさࡾࡼ、ࡏ㧗

ᗘ࡞実㊶⬟ຊを㣴ᡂする。

��� 受講期間等

受講期間は令和 � 年 � 月 � 日かࡽ令和 � 年 � 月 �� 日ࡲで

修了期日は令和 � 年 � 月 �� 日

��� 受講定員  ��� 人

��� 受講㈨᱁

現ᅾ、社会福祉施設長（管理者）ࡲたは理事長、理事ࡲたは施設長┦当の業ົを担当し

ている者であࡗて、社会福祉事業経㦂が �年以上あࡾ、さࡽにḟのいずれかに該当する者。

①  中央福祉学院が実施する「社会福祉施設長㈨᱁ㄆ定講⩦課程」を修了した者。

②  社会福祉事、ಖ⫱ኈ、社会福祉ኈ、ㆤ福祉ኈ、་ᖌ、理学⒪法ኈ、స業⒪法ኈ、

 ┳ㆤᖌ、⢭神ಖ福祉ኈ、ㆤ支援ᑓ㛛員㈨᱁のいずれかを᭷する者。

③  上グ①②以እの者であࡗて、� 年以上施設長の職にある者。

��� 受講申込手続

受講申込者は所定の申込書に所せ事㡯をグ入し、中央福祉学院長あてに┤᥋申し込む。

��� 受講申込書のᥦ出期㝈  

令和 � 年 � 月 �� 日（当日ᾘ༳᭷ຠ） 

��� 受講者の決定

福祉施設長ᑓ㛛講ᗙ運営ጤ員会において、受講希望者の書類選考を行い、定員の範囲内

で受講者を決定し、その結果を受講申込者に通知する。
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��� 学⩦⛉目

㞟

ྜ

研

修

① 経営管理

② ス管理ࣅーࢧ

③ ᆅᇦඹ生社会

մ 法人・施設の役割と経営のあࡾ方

յ 施設長にồめࡽれるもの

ն スの㉁とᶒ᧦ㆤࣅーࢧ

շ ㈈ົ管理

ո 人事ປົ管理

չ リスࢡマネジメント

通

信

授

業

① 経営管理࣡ーࢩࢡート

② ート࣏ス管理ࣞࣅーࢧ

③ ᆅᇦඹ生社会࣏ࣞート 

��� 学⩦指ᑟ等

 ① 学⩦指ᑟは、通信授業及び㞟ྜ研修にࡾࡼ行う。

 ② 㞟ྜ研修は、学⩦⛉目をḟの � ᅇにศけて行う。

   ア 㞟ྜ研修期間

ᅇ 期 間

➨㸯ᅇ 令和 � 年 � 月 � 日（金）～� 月 � 日（日）

➨㸰ᅇ 令和 � 年 � 月 � 日（ᅵ）～� 月 � 日（日）

   

イ 会 場  中央福祉学院「ロフォス湘南」

          〒�������� 神奈川県三浦郡葉山町上山口 ������� 
  ③ 通信課程の⮬Ꮿ学⩦は、「ᩍ⛉書」と「受講せ㡿」及びᚲせに応ࡌて㓄ᕸする「⿵ຓᩍᮦ」

を⏝いて行うとともに、指定⛉目についての࣏ࣞートをᥦ出し、ῧ๐指ᑟ及びホ౯を受け

るものとする。

���� 修了証書の交付及び㈨᱁証書の授

    㞟ྜ研修を修了し、通信授業の⛉目にྜ᱁した者について、福祉施設長ᑓ㛛講ᗙの修了

証書を交付する。ࡲた、本講ᗙの修了者には、ᅜ社会福祉༠㆟会会長ࡾࡼ「福祉施設ኈ」

の㈨᱁証書を授する。

���� 受講⥅続

� 年間で修了で࡞ࡁかࡗた者については、受講期間の⥅続をㄆめる。

この場ྜ、所定の⥅続受講料を納入するものとする。

���� 経 費

① 受講料   㸰４９，㸵００円

② 受講者は、通信授業開始前に「受講料」を納入するものとする。

③ 研修会出席に伴う旅費・宿泊費等は申込者の負担とする。

- 27 -



５ 社会福祉法人会計実務講座〔通信課程〕

��� 目 的

「社会福祉法人会ィ基‽」に基づく会ィ実ົを理ゎし、学ࡔࢇ知㆑おࡼびᢏ⾡を各社会

福祉法人の㐺ษ࡞運営とⓎᒎに㈨することを目的とする。

��� 受講期間

令和 � 年 � 月 � 日かࡽ令和 � 年 � 月 �� 日ࡲでの㸴ࣧ月間

��� 受講対象者・定員  

「社会福祉法人会ィ基‽」に基づく会ィ実ົを行う社会福祉施設・事業所・社会福祉༠

㆟会等の役職員（定員 ��� ྡ）

※そののබ┈法人等が経営する社会福祉施設・事業所等の役職員、行ᨻ職員等で「社会

福祉法人会ィ基‽」に基づく会ィ実ົを学⩦したい方の受講もྍ。

��� 受講申込手続

受講申込者（所ᒓ長）は所定の「ເ㞟せ⥘（受講申込書）」のグ㍕事㡯にᚑい、中央福

祉学院長あてに┤᥋申し込む。

��� 受講者の決定

中央福祉学院長は、受講希望者について書類選考を行い、定員の範囲内で受講者を決定

し、その結果を受講申込者（所ᒓ長）に通知する。

��� 各コースの≉ᚩ・定員・目的・学⩦内ᐜ

入㛛コース 㸫社会福祉法人会ィのヂの基本を学ࡪ㸫 

①≉ᚩ 
・」ᘧ⡙グの基本を学る。 

・社会福祉法人におけるヂの基本を⩦ᚓでࡁる。 

②定員 ��� ྡ

③目的 
 初級コース以㝆の通信課程を受講するため、」ᘧ⡙グの基本的࡞知㆑、

社会福祉法人会ィのヂの基本を㌟につけることを目的とする。 

մ学⩦

内ᐜ 

スࢡーリンࢢ（㞟ྜ研修）にࡾࡼ下グについて学ࡪ。 

・」ᘧ⡙グとはఱか 

・社会福祉法人会ィのヂの基本 

・各会ィᖒ⡙の関ಀ 

・社会福祉法人会ィと業会ィの㐪い 

・ᵝྲྀ࡞ࠎᘬのヂ�₇⩦ၥ㢟� 等 

※入㛛コースでは通信授業

は実施し࡞い 
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初級コース 㸫社会福祉法人会ィの日ᖖྲྀᘬのヂの基♏を学ࡪ㸫 

①≉ᚩ 

・日ᖖのྲྀᘬ（┈・費⏝ྲྀᘬ、支ᡶ㈨金間ྲྀᘬ、ᅛ定㈨⏘・ᅛ定負മྲྀᘬ

等）のฎ理がࢃかる。

・決⟬書の構㐀の基本を学る。

②定員 ��� ྡ

③目的 

 日ᖖの経理事ົฎ理はもࢇࢁࡕ、将来、会ィ基‽に‽ᣐしたィ⟬書類を

సᡂでࡁるࡼうに࡞るための基♏知㆑を㌟につけることを目的とする。

 初級コースは、入㛛研修会の学⩦内ᐜを理ゎしていることが望ࡲれる。

մ学⩦

内ᐜ 

通信授業（⮬Ꮿ学⩦）、スࢡーリンࢢ（㞟ྜ研修）にࡾࡼ下グについて学ࡪ。

・社会福祉法人会ィのヂ

・決⟬書の構㐀

・ヂかࡽ決⟬書సᡂࡲでのプロࢭス 

・社会福祉法人会ィ基‽に基づく日ᖖのྲྀᘬ（┈・費⏝ྲྀᘬ、支ᡶ㈨金間

ྲྀᘬ、ᅛ定㈨⏘・ᅛ定負മྲྀᘬ等）の会ィฎ理

中級社༠コース 㸫会ィ実ົのスキࣝアップをᅗる㸫 

①≉ᚩ 
・決⟬書のㄞみ方がࢃかる。 

・会ィ༊ศの設定の方࡞社༠≉᭷の会ィฎ理についても学る。 

②定員 ��� ྡ

③目的 

日ᖖの経理事ົฎ理ࡔけで࡞く、᭱⤊的に、会ィ基‽に‽ᣐしたィ⟬書

類をసᡂし、ある程ᗘの㈈ົศᯒがでࡁるࣞࣝ࣋に㐩することを目的とす

る。 

մ学⩦

内ᐜ 

通信授業（⮬Ꮿ学⩦）、スࢡーリンࢢ（㞟ྜ研修）にࡾࡼ下グについて学ࡪ。

・ᦆ┈ྲྀᘬ（基本金、✚❧金、ᘬ当金） 

・決⟬書のㄞみ方         ・㈨金㏵ 

・ண⟬ไᗘ、内㒊統ไ       ・⛯ົ（法人⛯・所ᚓ⛯・ᾘ費⛯）等 

    

中級施設コース 㸫会ィ実ົのスキࣝアップをᅗる㸫

①≉ᚩ 
・決⟬書のㄞみ方がࢃかる。

・施設✀類ูの㈨金㏵࡞の会ィฎ理についても学る。

②定員 ��� ྡ

③目的 

日ᖖの経理事ົฎ理ࡔけで࡞く、᭱⤊的に、会ィ基‽に‽ᣐしたィ⟬書

類をసᡂし、ある程ᗘの㈈ົศᯒがでࡁるࣞࣝ࣋に㐩することを目的とす

る。

մ学⩦

内ᐜ 

通信授業（⮬Ꮿ学⩦）、スࢡーリンࢢ（㞟ྜ研修）にࡾࡼ下グについて学ࡪ。

・ᦆ┈ྲྀᘬ（基本金、✚❧金、ᘬ当金）

・決⟬書のㄞみ方         ・㈨金㏵

・ண⟬ไᗘ、内㒊統ไ       ・⛯ົ（法人⛯・所ᚓ⛯・ᾘ費⛯）等
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上級コース 㸫法人の経営管理に役❧つ「管理会ィ」の理論とᢏ⾡を学ࡪ㸫

①≉ᚩ 
・講⩏とࣝࢢープ₇⩦で㐍める。

・には࡞い社会福祉法人の管理会ィの手法を学る。

②定員 �� ྡ

③目的 

経営管理者の職⬟であるពᛮ決定、ィ⏬、⤌⧊、統ไといࡗた職⬟プ

ロࢭスにおいて᭷┈࡞経῭的ሗをᥦ౪する「管理会ィ」の理論とᢏ⾡を

⩦ᚓし、社会福祉法人の経営にάかすことを目的とする。

մ学⩦

内ᐜ 

通信授業（⮬Ꮿ学⩦）、スࢡーリンࢢ（㞟ྜ研修）にࡾࡼ、下グのとおࡾ、

管理会ィの手法を学ࡪ。

・㈈ົศᯒと経営のά⏝

・内㒊統ไの構築方法

・ண⟬にࡼる経営管理（⦅ᡂと統ไを中ᚰに）

  

��� 学⩦の㐍め方等 

学⩦指ᑟは通信授業（⮬Ꮿ学⩦）おࡼびスࢡーリンࢢ（㞟ྜ研修）を通ࡌて行う（入㛛

コースはスࢡーリンࢢのみとする）。

指ᑟ講ᖌは、බㄆ会ィኈおࡼび⛯理ኈ等が担当する。

①通信授業の学期・期間 （入㛛コースは㝖く） 

学 期 期 間

➨㸯学期 令和 � 年 � 月 � 日（木）～� 月 �� 日（ᅵ）

➨㸰学期 令和 � 年 � 月 � 日（日）～� 月 �� 日（月）

②スࢡーリンࢢ（㞟ྜ研修）  

ア 日程         

 ᅇ         期 間    コース 

➨㸯ᅇ 令和 � 年 � 月 � 日（木）～� 月 � 日（ᅵ） 入㛛コース

➨㸰ᅇ 令和 � 年 � 月 �� 日（木）～� 月 �� 日（ᅵ） 初級コース㸿

➨㸱ᅇ 令和 � 年 �� 月 �� 日（木）～�� 月 �� 日（ᅵ） 初級コース㹀

➨４ᅇ 令和 � 年 �� 月 �� 日（木）～�� 月 � 日（ᅵ） 中級コース（社༠会ィ）

➨５ᅇ 令和 � 年 �� 月 �� 日（木）～�� 月 �� 日（ᅵ） 中級コース（施設会ィ）

➨㸴ᅇ 令和 � 年 �� 月 �� 日（木）～�� 月 �� 日（ᅵ） 上級コース

      

イ 会場 

    中央福祉学院 ロフォス湘南 〒�������� 神奈川県三浦郡葉山町上山口 ������� 

 ③受講料 

   ア 入㛛コース       㸰㸴�４００円

イ 初級・中級㺃上級コース  ４㸵�㸱００円 
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※受講者は、通信授業開始前に「受講料」を納入するものとする 

※スࢡーリンࢢ出席に伴う旅費・宿泊費等は申込者の負担とする。 

մ修了証書の交付 

   入㛛コースについては、スࢡーリンࢢ（㞟ྜ研修）講⩏に出席した受講者に修了証

書を交付する。 

初級・中級・上級コースについては、下グのせ௳を‶たした受講者に修了証書を交付

する。 

 ア 通信授業（⮬Ꮿ学⩦）の学⩦課㢟にྜ᱁する 

  イ スࢡーリンࢢ（㞟ྜ研修）を修了する（講⩏出席おࡼび修了ࢸストྜ᱁） 

յḟ年ᗘの⥅続受講 

初級・中級・上級コースについては、当年ᗘ内に修了で࡞ࡁい（上グմの修了せ௳を‶た

さ࡞い）場ྜは、ḟ年ᗘに㝈ࡾ、ᮍ修了の⛉目（スࢡーリンࢢを含む）のᒚ修をྍ⬟とす

る。 

。所定の⥅続受講料を納入するものとする、ࡾお、⥅続受講にあた࡞
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６ 社会福祉協議会管理職員研修会 

��� 目 的

都道府県・指定都市及び市༊町ᮧ社会福祉༠㆟会の管理職員としてᚲせ࡞管理業ົに関

する知㆑及びᢏ⾡のྥ上をᅗる。

��� 受講期間、受講定員、受講対象及び研修会場

受講期間 定員 受講対象

令和 � 年 �� 月 � 日（日）

～�� 月 � 日（ⅆ）
�� 人

都道府県・指定都市・市༊町ᮧ社会

福祉༠㆟会の管理職員（ᴫࡡ㒊課長

（スࣛࢡ

研修会場  中央福祉学院「ロフォス湘南」

          〒�������� 神奈川県三浦郡葉山町上山口 ������� 

��� 受講申込手続

受講申込者（所ᒓ長）は、中央福祉学院かูࡽ㏵通知する開催せ⥘にࡾࡼ、中央福祉学

院長あてに申し込む。

��� 受講者の決定

中央福祉学院長は、受講希望者について書類選考を行い、受講者を決定しその結果を受

講希望者に通知する。

��� 経 費

① 受講料  㸱９，㸴００円（受講決定通知後に納入する）

② 研修会出席に伴う旅費・宿泊費等は申込者の負担とする。

��� 修了証書の交付

研修を修了した者には、修了証書を交付する。
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㸵 都道府県・指定都市社会福祉研修実施機関職員研修会 

��� 目 的

都道府県・指定都市社会福祉研修実施機関の初任職員として、ᚲせ࡞研修事業の⏬・

運営管理⬟ຊの修ᚓをᅗる。

��� 受講期間、受講定員、受講対象及び研修会場

受講期間 定員 受講対象

令和 � 年 �� 月 � 日（Ỉ）～

�� 月 � 日（金）
㸯０人

都道府県・指定都市社会福祉研修実

施機関の行う研修事業の⏬・運営

管理にᦠࢃる初任の職員。

研修会場  中央福祉学院「ロフォス湘南」

      〒�������� 神奈川県三浦郡葉山町上山口 ������� 

��� 受講申込手続

受講申込者（所ᒓ長）は、中央福祉学院かูࡽ㏵通知する開催せ⥘にࡾࡼ、中央福祉学

院長あてに申し込む。

��� 受講者の決定

中央福祉学院長は、受講希望者について書類選考を行い、定員の範囲内で受講者を決定

し、その結果を受講希望者に通知する。

��� 経 費

① 受講料  ５㸰，㸰５０円（受講決定後に納入する）

② 研修会出席に伴う旅費・宿泊費等は申込者の負担とする。

��� 修了証書の交付

研修を修了した者には、修了証書を交付する。
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㸶 職場研修担当者研修会  

��� 目 的

① 職場研修担当者研修会

社会福祉法人・社会福祉施設・社会福祉༠㆟会で㺀職場研修㺁（人ᮦ⫱ᡂ）を᥎㐍す

る㝿にᚲせ࡞知㆑やᢏ⾡のྥ上をᅗる。

② 「職場研修担当者研修会」インストࣛࢱࢡー㣴ᡂコース

ࠗ福祉の「職場研修」担当者㣴ᡂコース （࠘中央福祉学院が開Ⓨしたᶆ‽プロࣛࢢム）

の内ᐜ理ゎおࡼび指ᑟ方法の修ᚓをᅗる。

��� 受講期間、受講定員、受講対象及び研修会場

研修ྡ 受講期間 定員 受講対象

職場研修担当者研

修会

① ➨ � ᅇ

② ➨ � ᅇ

① 令和 � 年 � 月 �� 日（ⅆ）

～� 月 �� 日（木）

② 令和 � 年 �� 月 � 日（Ỉ）

～�� 月 � 日（金）

各 �� 人

社会福祉法人・社会福祉施設・社

会福祉༠㆟会で「職場研修」を᥎

㐍する者

「職場研修担当者

研修会」インスト

ー㣴ᡂ研修ࢱࢡࣛ

会

令和 � 年 � 月 �� 日（ⅆ）

～� 月 �� 日（金）
�� 人

ࠗ福祉の「職場研修」担当者㣴ᡂ

コース࠘インストࣛࢱࢡー�講ᖌ�

として、各都道府県・指定都市社

会福祉研修実施機関が᥎⸀する者

研修会場  中央福祉学院「ロフォス湘南」

          〒�������� 神奈川県三浦郡葉山町上山口 ������� 

��� 受講申込手続

受講申込者（所ᒓ長）は、中央福祉学院かูࡽ㏵通知する開催せ⥘にࡾࡼ、中央福祉学

院長あてに申し込む。

��� 受講者の決定

中央福祉学院長は、受講希望者について書類選考を行い、定員の範囲内で受講者を決定

し、その結果を受講希望者に通知する。

��� 経 費

① 受講料 担当者研修会（➨㸯ᅇ）    ４㸯，㸶００円（受講決定通知後に納入する）

（          ࠌ     ）４㸯，㸶００円    （㸰ᅇ➨）   ࠌ  

     インストࣛࢱࢡー㣴ᡂコース  㸴㸰，㸵００円（     ࠌ      ）

② 研修会出席に伴う旅費・宿泊費等は申込者の負担とする。

③ 本研修会のࢸキストࠗᨵゞ 福祉の「職場研修」マࣗࢽアࣝ （࠘社༠出∧㒊Ⓨ行）は、

研修会当日ࡲでに受講者各⮬で㉎入してᣢཧするものとする。

��� 修了証書の交付

研修を修了した者には、修了証書を交付する。
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㸷 スーパービジョン研修会 

��� 目 的

福祉職場の職員等の指ᑟ・ຓゝ�スーパーࣅジࣙン�に⤌⧊としてྲྀࡾ⤌むព⩏や知㆑、

方法の⩦ᚓをᅗる。

��� 受講期間、受講定員、受講対象及び研修会場

受講期間 受講定員 受講対象

令和 � 年 � 月 �� 日（ᅵ）

～� 月 � 日（月）
��� 人

社会福祉法人等が経営する

施設等の管理職員

（施設長、㒊・課長等）、

指ᑟ的❧場の職員

（任、ಀ長等）

��� 受講申込手続

受講申込者（所ᒓ長）は、中央福祉学院かูࡽ㏵通知する開催せ⥘にࡾࡼ、中央福祉学

院長あてに申し込む。

��� 受講者の決定

中央福祉学院長は、受講希望者について書類選考を行い、定員の範囲内で受講者を決定

し、その結果を受講希望者に通知する。

��� 経 費

受講料  ４５，㸯００円（受講決定通知後に納入する）

��� 修了証書の交付

研修を修了した者には、修了証書を交付する。

- 35 -



１㸮 ファミリーソーシャルワーク研修会 

��� 目 的

社会的㣴ㆤ関ಀ施設等の入所ඣ❺をはࡌめ、ᆅᇦのせಖㆤඣ❺やᏊ⫱て課㢟をᢪえるᐙ

ᗞ等のᐙ᪘関ಀを支援するフ࣑リーࢯーࢩャࣝ࣡ーࢡにᦠࢃる職員等にồめࡽれる役

割・ࢯーࢩャࣝ࣡ーࢡについて学ࡪ。

��� 受講期間、受講定員、受講対象及び研修会場

受講期間（ண定） 定員 受講対象

� 日間（� ᅇ開催）

࠙日程  ࠚ�

令和 � 年 � 月 �� 日（ⅆ）

～� 月 �� 日（Ỉ）

࠙日程 ࠚ�
令和 � 年 �� 月 � 日（日）

～�� 月 � 日（月）

࠙日程 ࠚ�
令和 � 年 �� 月 � 日（Ỉ）

～�� 月 � 日（木）

各 ��� 人
ᐙᗞ支援ᑓ㛛┦ㄯ員、㔛ぶ支援ᑓ㛛

┦ㄯ員、ẕᏊ支援員、ᑡ年指ᑟ員等

研修会場  中央福祉学院「ロフォス湘南」

          〒�������� 神奈川県三浦郡葉山町上山口 ������� 

��� 受講申込手続

受講申込者は、中央福祉学院かูࡽ㏵通知する開催せ⥘にࡾࡼ、中央福祉学院長あてに

申し込む。

��� 受講者の決定

中央福祉学院長は、受講希望者について書類選考を行い、定員の範囲内で受講者を決定

し、その結果を受講希望者に通知する。

��� 経 費

① 受講料  㸯９，㸶００円（受講決定通知後に納入する）

② 研修会出席に伴う旅費・宿泊費等は申込者の負担とする。

��� 修了証書の交付

研修を修了した者には、修了証書を交付する。
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１１ 「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程」上級管理者研修会   

��� 目 的

   施設長等の運営統括責任者に就いている役職員に対し、トップマネジメントとしての基本

的役割やキャリアデザインの方法、各法人・事業所におけるキャリアパス構築のための方法

論等を伝え、「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程」に基づく、キャリアパスの構築を支

援することを目的に開催する。

 ※「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程」は、「初任者」「中堅職員」「チームリーダー」「管

理職員」の４コースは、都道府県・指定都市社会福祉研修実施機関において実施し、「上級管

理者」コースのみ中央福祉学院で実施する。

��� 受講期間、受講定員、受講対象及び研修会場

受講期間 受講定員 受講対象

令和 � 年 � 月 �� 日�木�～
�� 日�金�

�� 人 

以下のいずれかに該当する者

・近い将来、施設長等の運営統括責任者の役

割を担うことが想定される職員

・現に施設長等の運営統括責任者に就いてい

る職員（理事を含む）

研修会場  中央福祉学院「ロフォス湘南」

          〒�������� 神奈川県三浦郡葉山町上山口 ������� 

��� 受講申込手続

受講者は中央福祉学院長あてに申し込む。

��� 受講者の決定

中央福祉学院長は、受講希望者について書類選考を行い、定員の範囲内で受講者を決定

し、その結果を受講希望者に通知する。 

��� 経 費

① 受講料  ４９，５００円（受講決定通知後に納入する）

② 受講者は、通信授業開始前に「受講料」を納入するものとする。

③ 研修会出席に伴う旅費・宿泊費等は申込者の負担とする。

��� 修了証書の交付

研修を修了した者には、修了証書を交付する。
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１２ ふくし未来塾（第４期） 

(1) ┠ ⓗ 

ᅜ♫会福祉༠㆟会の๓㌟で䛒る中央ឿၿ༠会のἑᰤ୍ึ௦会長は、その 91 年に及

䜆生ᾭに䛚いてබ┈にか䛺うとの⌮ᛕの䜒とに⣙ 600 の♫会බඹᴗ・ᩍ⫱機関の㉳ᴗ・ᨭ

並びにẸ㛫እにᑾຊした。 

㏆年、2040 年にྥけ、ே口ᵓ㐀䛜䛝くኚするとと䜒にᆅᇦ生活課題䛜୍ᒙཝし䛥をቑ

す䛺かに䛒䛳て、♫会福祉のไ度のᯟにとど䜎る䛣との䛺い令和௦のඹ生♫会を㐀し、そ

の活動実㊶をけ䜣ᘬするトップリー䝎ーを⫱ᡂする。 

(2) 受講ᮇ㛫及び定員 

令和 6 年 4 月 1 日から 1 年㛫 40 ே 

(3) 受講ᑐ㇟（応ເ㈨᱁） 

䛆䜰ドミッションポリシー（本塾䛜ồ䜑るேᮦ）䛇 

䕿 ♫会福祉ἲேのḟୡ௦の経Ⴀ・⟶⌮者を䜑䛦す♫会ே 

䕿 ♫会福祉ἲே⤌⧊で᪂た䛺ᴗ経Ⴀと福祉実㊶の㐀を通䛨て、キ䝱リ䜰䜰ップを䜑䛦す♫

会ே 

䕿 リー䝎ーシップをഛ䛘、♫会福祉の⥲合ᛶとᑓ㛛ᛶの学びをᖖに㏣ồし、福祉の౯್（ே㛫

のⲮཝ䛥）をయ⌧する㧗度䛺経Ⴀ・⟶⌮者を䜑䛦す♫会ே 

「ふくし未来塾」の┠ⓗ・⌮ᛕ䛚よび䜰ドミッションポリシー（本塾䛜ồ䜑るேᮦ）に๎して、ୗ

記の 3 㡯┠を㔜Ⅼに選考を行い、受講者を決定。 

・レポートの記㍕内ᐜ䛜、「ふくし未来塾」の⌮ᛕ䜔䜰ドミッションポリシーに合⮴しているか 

・学び・実㊶したい䛣とは、本塾のカリキュラムと㐺合しているか 

・令和௦のඹ生♫会をけ䜣ᘬするᙉいព志䛜䛒るか 

（4） ദ等 

① ദ 

   ♫会福祉ἲேᅜ♫会福祉༠㆟会 

② 㐠Ⴀ༠ຊ 

   ᅜ♫会福祉ἲே経Ⴀ者༠㆟会、ᅜ♫会福祉ἲே経Ⴀ㟷年会 

   ♫༠♫会福祉施タ༠㆟会㐃⤡会 
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(5) カリキュラム等 

① 動画視聴による自学自習（基幹・応用・発展 計 16 講義） 

② 動画配信サイト（クラストリーム）を活用してオンデマンド配信（受講生、講師陣等の関係者のみ

視聴可） 

③ 各講義視聴後、800 字程度のレポートを提出（Google form）を義務づけ。基幹課程は 8 講義、

応用課程 3 講義・発展課程 5 講義の受講とし、レポート提出を必須とする。 

④ 「ふくし未来塾 開講式・キックオフミーティング」の実施 

令和 6 年 6 月 13 日（木）から 14 日（金） 1 泊 2 日 

会場  ロフォス湘南 中央福祉学院 

〒240-0197 神奈川県三浦郡葉山町上山口 1560-44 

⑤ 「ふくし未来演習」（ゼミ・合宿）の実施 

令和 6 年 8 月 24 日（土）から 26 日（月） 2 泊 3 日 

会場  ロフォス湘南 中央福祉学院 

〒240-0197 神奈川県三浦郡葉山町上山口 1560-44 

⑥ 修了課題 

修了論文  7,000 文字以上 10,000 文字程度 

(6) 受講申込手続 

申込書及び「志望動機並びに本塾の学びをどういかしたいか（800 字以内）」を記入の上、郵送で申

し込む。 

(7) 受講者の決定 

中央福祉学院長は、受講希望者について書類選考を行い、定員の範囲内で受講者を決定し、そ

の結果を受講希望者に通知する。 

(8) 経 費 

① 受講料  １１９,９００円（受講決定後に納入する） 

② 集合研修出席に伴う旅費・宿泊費等は申込者の負担とする。 

(9) 修了について 

① 修了式（修了証書等授与） 

令和 7 年 3 月（予定） 

② 修了プレゼンテーション（報告会） 

令和 7 年 9 月（予定） 
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令和6年度　社会福祉研修実施計画（ጤク・⿵助事業）

 社会福祉主事資格認定 1　回 　2,000 人 1　年 【集合研修開催日程】

 通信課程 〔集合研修3日/  ①R6.7.22(月)～7.24(水)  ⑥R6.11.11(月)～11.13(水)

(公務員) 講義動画配信2日分〕  ②R6.8.4(日)～8.6(火）  շR6.11.20(水)～11.22(金)

 ③R6.8.20(火)～8.22(木）  ոR6.12.17(火)～12.19(木)

 ④R6.9.3(火)～9.5(木)  չR7.1.15(水)～1.17(金)

 ⑤R6.10.21(月)～10.23(水)

 社会福祉施設長資格認定
1　回 　　300 人 1　年 【集合研修開催日程】

 講習課程
〔集合研修5日〕  ①R6.11.23(土)～11.27(水)  ④R6.12.21(土)～12.25(水)

(公立施設長)  ②R6.12.6(金)～12.10(火)  ⑤R7.1.10(金)～1.14(火)

 ③R6.12.12(木)～12.16(月)  ⑥R7.1.18(土)～1.22(水)

 社会福祉法人経営者

 研修課程

   (1) 人事管理コース 1　回   200 人 3　日    (1) 人事管理コース R6.11.17(日)～11.19(火)

   (2) 経営管理コース 1　回   200 人 3　日    (2) 経営管理コース R7.1.24(金)～1.26(日)

 児童福祉ྖ資格認定
1　回 　　200 人 1　年 【集合研修開催日程】

 通信課程
〔集合研修5日〕 R6.10.25(金)～10.29(火)

1　回 　　 90 人 3　日 R6.7.6(土)～7.8(月)

※都合により変更する場合があります。

      開　催　期　間      　

　※上記、①～⑥のうち指定された1回を受講

 社会福祉法人の経営者として必要な
法人・施設運営に関する専門的知識及
び技術を修得させる。

実施回数

　※民間施設長の集合研修と同時に実施

「福祉職員キャリアパス対
応生涯研修課程」指導者養
成研修会

4

⏦㎸⥾ษ日及び
⏦㎸᭩ᥦฟඛ

開催日数受講定員目        的課 程 名

 児童福祉ྖとして必要な基♏的知識
及び技術について、通信教育の方法に
より教授し、児童福祉法に定める児童
福祉ྖの任用資格を取得させる。

 都道府県又は市区町村の職員
で、社会福祉⾜ᨻおよび社会福
祉事業に従事している者

　※上記、①～չのうち指定された1回を受講

 社会福祉施設の長として必要な要件
を満たしていない者に対して、施設長
として必要な知識及び技術について通
信教育の方法により教授し、必要な資
格を取得させる。

5

         対　象　者              

国
の
ጤ
ク
事
業

国
の
⿵
助
事
業

3

 社会福祉法人の役員及び法人の
経営に携わる者

1

2

「福祉職員キャリアパス対応生涯研修
課程 ᶆ準研修プロࢢラム」の㊃᪨と
目的を理ゎする。
キスト㢮および「指導のᡭ引き（指ࢸ
導マࣗࢽアル）」の活用方法を学ࡪ。
各⛉目のᒎ開・指導方法を修得する。

 各福祉職員キャリアパス対応生
涯研修課程の研修実施ᅋ体が推
薦する「福祉職員キャリアパス
対応生涯研修課程」の研修指導
予定者

R6.4.8(月)
社会福祉研修
主管部まで

R6.4.8(月)
社会福祉研修
主管部まで

R6.4.8(月)
社会福祉研修
主管部まで

中央福祉学院
ホーム࣌ージを
さいࡔ認く☜ࡈ

 都道府県、ᨻ令指定都市、ᨻ令
で定める≉別区、児童相談所を
設⨨している中᰾市で児童福祉
に関する業務に携わる職員及び
児童福祉法第10条第1㡯に規定す
る業務に携わる市区町村の職員
で、学ᰯ教育法第87条による4年
制学を༞業した者又は2024年3
月༞業ぢ㎸ࡳの者

 社会福祉主事として必要な基♏的知
識及び技術について、通信教育の方法
により教授し、社会福祉法に定める社
会福祉主事の任用資格を取得させる。

 公立施設の施設長に就任予定の
者又は施設長に就任している者
であって、施設長としての具体
的要件を満たしていない者

中央福祉学院
ホーム࣌ージを
さいࡔ認く☜ࡈ
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令和6年度　社会福祉研修実施計画     （全社協独自事業）

1
社会福祉主事資格認定
通信課程
(民間社会福祉事業職員)

　社会福祉主事として必要な知識及び技術を通信教育
の方法により教授し、社会福祉法に定める社会福祉主
事の任用資格を取得させる。

　社会福祉事業(社会福祉法に基づく第1種・第2種社会福祉事業)の施設・事業所、
あるいは介護保険法に基づく介護保険事業者の指定を受けた施設・事業所等に従事
していること

2　回  3,900 人
1　年

〔集合研修3日/
講義動画配信2日分〕

別途「開催要綱」等にて通知する。

2
社会福祉施設長資格認定
講習課程
(民間社会福祉施設長)

 社会福祉施設の長として必要な要件を満たしていない
者に対して、施設長として必要な知識及び技術につい
て通信教育の方法により教授し、必要な資格を取得さ
せる。

 社会福祉法人立等の社会福祉施設の長に就任予定の者又は施設長に就任している
者であって、施設長としての具体的要件を満たしていない者

1　回  　　700人
1　年

〔集合研修5日〕

【集合研修開催日程】
①R6.11.23(土)～11.27(水)
②R6.12.6(金)～12.10(火)
③R6.12.12(木)～12.16(月）
④R6.12.21(土)～12.25(水)
⑤R7.1.10(金)～1.14(火)
⑥R7.1.18（土)～1.22(水）

※公立施設長の集合研修と同時に実施
※上記、①～⑥のうち指定された1回を受講

3
社会福祉士通信課程
（社会福祉士短期養成施設）

 社会福祉士として必要な専門の学術の理論及び応用に
ついて、通信教育の方法により教授し、社会福祉士国
家試験の受験資格を与える。

 「社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則」第3条第一号イのいずれかに該当する
者

1　回
〔第11期〕

560 人

9ヵ月
〔集合研修５日間または

６日間〕
〔要実習者は

実習指導第1回3日、
第2回2日〕

【集合研修日程・会場】
R6年
ﾛﾌｫｽ L１　4.27(土)～5.1(水）
ﾛﾌｫｽ L２　7.11(木)～7.15(月祝)
ﾛﾌｫｽ L３　①4.20(土)～4.22(月)　 ②6.28(金)～6.30(日)
ﾛﾌｫｽ L４　①4.27(土)～4.29(月祝) ②7.13(土)～7.15(月祝)
ﾛﾌｫｽ L５　①5.29(水)～5.31(金)　 ②8.7(水)～8.9(金)
ﾛﾌｫｽ L６　①8.7(水)～8.11(日)
東京 T１　①5.18(土)～5.20(月) 　②7.6(土)～7.7(日)
東京 T２　①5.18(土)～5.19(日)　 ②6.15(土)～6.16(日)
　　 　　 ③7.6(土)～7.7(日)
東京 T３　①5.20(月)～5.21(火)　 ②6.17(月)～6.18(火）
　　 　　 ③7.8(月)～7.9(火）
神戸 ①5.11(土)～5.12(日）  ②6.8(土)～6.9(日）
　　 ③8.3(土)～8.4(日)
福岡 ①5.25(土)～5.26(日）  ②6.22(土)～6.23(日）
　　 ③7.20(土)～7.21(日)
実習(ﾛﾌｫｽ）①4.17(水)～4.19(金) ②11.25(月)～11.26(火)
ロフォス：中央福祉学院（神奈川県葉山町）
東京：新霞が関ビル、神戸：三宮研修センター、福岡：TKP博多
駅筑紫口ビジネスセンター

4
福祉施設長専門講座
 ［通信課程］

 社会福祉施設長として、施設経営管理に必要な専門的
知識及び技術を修得させ、より高度な実践能力を養成
する。

　社会福祉施設長(管理者)または理事長、理事等または施設長相当の業務を担当し
ている者であって、社会福祉事業経験が1年以上あり、かつ次のいずれかに該当す
る者。
①中央福祉学院が実施する「社会福祉施設長資格認定講習課程」を修了した者
②社会福祉主事、保育士、社会福祉士、介護福祉士、医師、理学療法士、作業療法
士、看護師、精神保健福祉士、介護支援専門員のいずれかの資格を有する者
③上記①②の資格以外であって、2年以上施設長の職にある者

1　回
〔第48期〕
 200 人

1　年
〔集合研修2回〕

①R6.9.6(金)～9.8(日)
②R7.2.8(土)～2.9(日)

5
社会福祉法人会計実務講座
 ［通信課程］

 社会福祉法人の会計実務担当者等に必要とされる、
「社会福祉法人会計基準｣に関する知識及び会計実務能
力の向上を図る。

 社会福祉法人立の社会福祉施設ならびに社会福祉協議会の会計実務担当者等 1　回  770人
 6ヵ月

〔集合研修3日〕

R6.8.1（木）～8.3（土）:入門コース
R6.9.19（木）～9.21（土）:初級コースＡ
R6.10.17（木）～10.19（土）:初級コースＢ
R6.10.31（木）～11.2（土）:中級コース（社協会計）
R6.11.14（木）～11.16（土）:中級コース（施設会計）
R6.11.28（木）～11.30（土）:上級コース

6 社会福祉協議会管理職員研修会
 都道府県・指定都市及び市区町村社会福祉協議会の管
理職員に必要とされる管理業務に関する知識及び技術
の向上を図る。

 都道府県・指定都市・市区町村社会福祉協議会の部・課長等 1　回  90 人 3　日 R6.12.1(日)～12.3(火)

7
都道府県・指定都市
社会福祉研修実施機関職員研修会
※職場研修担当者研修会(第2回）と一部同時開催

 福祉研修担当職員として、必要な企画実施能力の修得
を図る。

 都道府県・指定都市の社会福祉研修実施機関の職員で研修企画・運営に携わる者 1　回  10 人 3　日 R6.11.6（水）～11.8（金）

8 職場研修担当者研修会
 福祉の職場研修（人材育成）を進めるために必要な知
識及び技術を修得させる。

(1)職場研修担当者研修会(第1回)(第2回)
　社会福祉法人・施設・社協で「職場研修」（人材育成）を推進する者
(2)「職場研修担当者研修会」インストラクター養成研修会
　『福祉の「職場研修」担当者養成コース』インストラクター　（講師）として、
各都道府県・指定都市社会福祉研修実施機関が推薦する者

(1)
2　回

(2)
1　回

(1)
各50 人

(2)
10 人

(1)
3　日

(2)
4　日

(1)
①R6.8.27(火)～8.29(木)
②R6.11.6(水)～11.8(金）
(2)
R6.8.27(火)～8.30（金）
※職場研修担当者研修会(第1回)と一部同時開催

9 スーパービジョン研修会
 福祉職場の職員等への指導・助言（スーパービジョ
ン）に組織として取り組む意義や方法について、知識
の習得を図る。

 社会福祉法人等が経営する施設等の管理職員（施設長、部・課長等）、指導的立
場の職員（主任、係長等）

1　回 120 人 3　日 R6.8.31（土)～9.2(月)

10 ファミリーソーシャルワーク研修会
　ファミリーソーシャルワークに携わる職員等の専門
性の向上を図る。

　家庭支援専門相談員、里親支援専門相談員、母子支援員、少年指導員、家族（保
護者）支援に携わる児童福祉施設職員や関係職員、里親、ファミリーホーム養育者
等

3　回 各180人 各　2　日
①R6.9.10（火)～9.11(水）
②R6.10.6（日)～10.7(月）、③R6.12.4（水）～12.5（木）

11
「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程」
上級管理者研修会

　トップマネジメントとしての基本的役割やキャリア
デザインの方法、各法人・事業所におけるキャリアパ
ス構築のための方法論等を習得させる。

　近い将来、施設長等の運営統括責任者の役割を担うことが想定される職員　また
は、現に施設長等の運営統括責任者に就いている職員（理事を含む）

1　回 30 人 2　日 R7.2.13（木)～2.14(金)

12 ふくし未来塾
　社会福祉の制度の枠にとどまることのない令和時代
の共生社会を創造し、その活動実践をけん引するトッ
プリーダーを育成する。

○　社会福祉法人の次世代の経営者をめざす社会人
○　新たな事業経営と福祉実践の創造を通じて、主体的に地域生活課題に向き合う
社会人
○　リーダーシップを備え、社会福祉の総合性と専門性の学びを常に追求し、福祉
の価値（人間の荘厳さ）を体現する高度な経営者をめざす社会人

1　回 40 人
ゼミ合宿

その他、動画視聴
①R6.6.13（木）～6.14（金）(予定)
②R6.8.24（土）～8.26（月）(予定)

※都合により変更する場合があります。

開　催　期　間　等
実施
回数

受講定員目        的            対　象　者課程名 開催日数
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